
 

やひこワイン特区 

 

 

都道府県名： 新潟県 

 

申請主体名： 弥彦村 

区域の範囲： 新潟県西蒲原郡弥彦

村の全域 

特区の概要： 弥彦村は新潟県のほぼ中央、新潟市と長岡市の間に位置し

彌彦神社などを中心に多くの観光客が訪れる観光地で、観光

関連業が基幹産業として重要な位置を占めている。 

近年は通過型観光地傾向にあり、滞留機能の整備が課題と

なっており、最盛期には 27 軒あったホテル・旅館等が、11

軒と大幅に減少し、サービス業関連は落ち込んできている。 

酒税法の特例措置の活用により小規模ワイナリー建設等

を可能にすることで、旅館・ホテル等空き店舗のリノベーシ

ョン活用、栽培地としての知名度の向上やワインを目的とし

た新たな集客を図る。 

適用される規制

の特例措置： 

特産酒類の製造事業 

 

 

 

 

（写真を添付） 

 

 

 

 

 

観光の中心「弥彦神社」 

 

 

 

 

（写真を添付） 

 

 

 

 

 

ぶどう園の棚 


